
札幌市移住促進地域おこし協力隊設置要綱（案） 

 

（令和〇年〇月〇日市長決裁） 

 

（趣旨）  

第１条 札幌市は、札幌市及び市内各地域の魅力の発信、新たな魅力の発掘等を通じて、交

流人口や関係人口の拡大はもとより、定住人口の増加を図るため、総務省の地域おこし協

力隊推進要綱（平成 21年３月 31 日付け総行応第 38 号）に基づき，札幌市移住促進地域

おこし協力隊（以下「協力隊」という。）を設置する。 

（委嘱） 

第２条 協力隊の隊員（以下「隊員」という。）は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者

のうちから市長が委嘱する。 

 （１）満 18 歳以上の者であること。  

（２）別に指定する日までに、札幌市に住民票を異動し転入することができること。  

（３）札幌市に転入をする前の住所地が存する市区町村が、国が定める特別交付税措置に

係る地域要件確認表の地域要件区分欄に定める区分における３大都市圏内都市地域、

３大都市圏内指定都市又は３大都市圏外指定都市であること。   

（４）心身が健康であり、札幌市のまちづくり活動に意欲を有すること。 

（５）地方公務員法（昭和 25年法律第 261 号）第 16条に規定する欠格条項に該当しない

こと。 

（６）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号）第２条第

６号に規定する暴力団員でないこと。 

 （７）第４条に規定する任期が満了した後においても、札幌市に定住する意思があること。  

（身分等） 

第３条 隊員は、札幌市が指定する活動支援事業者（以下「活動支援事業者」という。）と

の雇用契約のもとで第５条に掲げる活動に取り組むものとし、札幌市との雇用契約は存

在しないものとする。 

（隊員の任期） 

第４条 隊員の任期は、１年とするが、委嘱初年度は、委嘱の日から当該年度の３月 31日

までとする。  

２ 前項の規定にかかわらず、当該隊員の活動状況等を踏まえ市長が認める場合は、１年を

超えない範囲内で、通算して３年を限度として隊員の任期を更新することができる。 

（隊員の活動）  

第５条 隊員の活動は、おおむね週 38時間程度で次の各号に掲げるものとする。  

（１）ＳＮＳ等を活用した札幌市及び市内各地域の魅力発信 

（２）札幌市及び市内各地域の新たな魅力の発掘又は創出 



（３）札幌市への移住相談対応 

（４）他の地域おこし協力隊と連携したイベント等の企画・運営 

（５）前各号に掲げるもののほか市長が認める活動 

（活動計画及び報告）  

第６条 隊員は、毎月、当該月の翌月に行う活動の計画を記載した活動予定表（様式第１号）

を作成し、当該月の 20日までに市長に提出しなければならない。  

２ 隊員は、活動を行った日ごとに、当該活動の概要等を記載した活動報告書（様式第２号）

を作成し、当該月の翌月 10 日までに市長に提出しなければならない。  

３ 前２項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、隊員に対し、臨時に

活動の計画、活動の概要等を報告させることができる。 

（報償等） 

第７条 隊員の報償費の額及び支給方法は以下のとおりとする。 

（１）報償費は月額 266,666 円（所得税等を含む。）とする。なお，委嘱日が月途中であっ

た場合は、委嘱日以降の当該月の残日数を当該月の日数で除した額で支給する（端数は

切り上げるものとする。）。 

（２）報償の支払いは、活動支援事業者から行うものとする。 

（３）報償以外のその他手当、経費等については、札幌市と活動支援事業者による協議によ

り別に定めるものとする。 

（秘密の保持） 

第８条 隊員は、当該活動上知り得た秘密を漏らしてはならない。委嘱期間が終了した後も、

同様とする。 

（解嘱等）  

第９条 隊員は、任期の途中において、自己の都合により辞任しようとするときは、辞任し

ようとする日の 30 日前までに辞任届（様式第３号）を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、30 日前までに当該隊員に通知

した上で解嘱することができる。  

（１）活動の状態が良好でないとき。  

（２）心身の故障のため、活動の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。   

３ 市長は、隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに隊員を解嘱することがで

きる。  

（１）活動の状態が良好でなく、活動の実施を怠ったとき。  

（２）隊員としてふさわしくないと市長が認める非行のあったとき。  

（３）前２号に掲げるもののほか、隊員としての適性を欠くと市長が特に認めるとき。  

（市の役割）  

第 10 条 市長は、隊員が円滑に活動できるよう、必要な支援を行うものとする。 

（雑則）  



第 11 条 この要綱に定めるもののほか、隊員の活動等に関し必要な事項は、別に定める。 

 

附 則  

この要綱は、令和〇年〇月〇日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



様式第１号（第６条関係） 

 

活動予定表（   年   月分） 

 

隊員氏名         

 

 今月の活動目標                                 

 

週 活動内容 目標 

   

   

   

   

   

  備考 活動内容及び目標は、具体的に記載すること。 

 

 

 

 

 



様式第２号（第６条関係） 

 

年  月分 活動報告書 

隊員氏名         

 

活動月日 活動時間 活動内容 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

備考 活動内容は、具体的に記載すること。 

 

月間の感想・課題・今後の活動に向けて 

 

 

 



第３号様式（第９条関係） 

 

辞任届 

 

年  月  日 

 

札幌市長 

 

                         住所 

                           

                         氏名 

 

 札幌市移住促進地域おこし協力隊隊員を辞任したいので、札幌市移住促進地域おこし協

力隊設置要綱第９条第１項の規定により、次のとおり届け出ます。 

 

辞任希望年月日 年  月  日 

辞任理由  

備考 氏名欄は、本人の署名又は記名及び押印 


